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新型インフルエンザパンデミック期
における企業の法的リスクとその対応
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事務局長 中野明安


丸の内総合法律事務所 パートナー弁護士
日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員長
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１ 新型インフルエンザ対策と経営者の役割


～法的検証の必要性～


丸の内総合法律事務所
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事業継続計画（ＢＣＰ）策定の法的意義


新型インフルエンザ対策、災害時対応にいう「事業継続」とは？
企業が、災害や事故などで被害を受けても、
重要業務を中断させず、
重要業務が中断した場合は早急に復旧させること。


また、対策には法的検討を要する事項が含まれている。


会社（株主）から委任を受けた経営者（取締役）は、業務を
継続して利益をあげ、また、損失（リスク）を回避するべき。
（委任の本旨）


事業継続は経営者（取締役）の善管注意義務の問題。
「業務継続の方針の有無」は監査項目。


善管注意義務違反にならないための法的検証は不可欠
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経営者が責任追及をされないためには、


その当時の科学的知見、医学的知見に基づき
法的検証を経た、適切な事業継続計画、新型インフル


エンザ対策を策定し、実施していること


が必要


安易な（軽率な）事業継続
安易な(軽率な）業務縮小・事業中断


丸の内総合法律事務所
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さらには、企業の危機管理・事業継続計画が、


会社の経営戦略の重要な方策


であることを理解し、実践することが経営者に求められる。


ＢＣＰ＝経営戦略


理念として、そして、実践的な問題として


丸の内総合法律事務所
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ＢＣＰの法的検証が必要なもう１つのわけ
（例：新型インフルエンザ対策）


新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議
「新型インフルエンザ対策行動計画（2009年2月）」より
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２ 法的リスクの内容と回避策を押さえよう


丸の内総合法律事務所
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パンデミック期の法的リスクにより発生する問題


１ 民事上の責任（取引先・顧客とのトラブル）
取引先・顧客から会社への損害賠償請求
従業員から会社への賃金請求・補償請求


２ 株主から経営者への責任追及
法令・定款違反を理由とする株主代表訴訟
（善管注意義務や監視・監督義務違反も含む）


３ 行政処分
法令違反等から受けることとなる営業停止等の処分


４ 刑事責任
担当者らの労働基準法違反、医師法違反による処分


※その他 会社のレピュテーションリスクによる顧客離れ
会社の倒産


法的リスクの内容


丸の内総合法律事務所
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基本取引約定書による対応①
第００条（非常時業務中断の免責）
「甲乙が別に定めた災害、感染症リスクあるいはこれに類する非常事態（以下、


リスクという。）が発生し、甲乙いずれかが業務遂行に重大な支障が生じるに至っ
たときは、甲乙は別に定める当該リスク毎の目標復旧時間を目途に支障が生じた
当事者の事業活動が中断されることについて了承し、債務不履行責任を問わない
こととする。」


１ 取引先とのトラブル回避


丸の内総合法律事務所


基本取引約定書による対応②
第××条（協力会社との連携）
「リスクが発生し、甲乙いずれかが業務遂行に重大な支障が生じるに至ったとき


は、甲乙は第00条に定めるほか第三者に業務を委託するなどの方法により業務


を遂行することができる。但し、当該方法により業務を遂行した場合にも、その品
質は、乙（あるいは甲）が直接業務遂行したものと同等の品質となることを保証す
るものとする。」


→これらの条項を盛り込むことを提案しながら、平常時から意思疎通を図る。
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東京ガスの約款
35.供給または使用の制限等


１ 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には
、ガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに
使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合


②～⑥（略）
⑦ その他保安上必要がある場合


２ 当社は、（中略）35.1.の規定によりガスの供給の制限もしく


は中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をして
いただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、
テレビ、新聞等の報道機関を通じ、またはその他の適切な方
法でお知らせいたします。


２ 顧客とのトラブル回避（その１）
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東京電力の約款
40 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は，次の場合には，供給時間中に電気の供給を中止し，または


お客さまに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。
イ～ハ（略）
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合


42 損害賠償の免責
(1) 40（供給の中止または使用の制限もしくは中止）(1)によって電気の供


給を中止し，または電気の使用を制限し，もしくは中止した場合で，それ
が当社の責めとならない理由によるものであるときには，当社は，お客さ
まの受けた損害について賠償の責めを負いません。


２ 顧客とのトラブル回避（その２）


丸の内総合法律事務所
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ヤマト運輸の約款
第２２条
当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、
損害賠償の責任を負いません。
１～３（略）
４ 不可抗力による火災
５ 予見できない異常な交通障害
６ 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
７ 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又
は第三者への引渡し
８ (略）


２ 顧客とのトラブル回避（その３）
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① 取引先・顧客が感染して損害を被る場合
② 従業員が感染して損害を被る場合


会社が無過失であることを立証するための準備
※損害を与えたことが故意・過失に基づく場合には、損害
賠償請求を受ける。


故意・過失がない。（無過失＝不可抗力）
因果関係が認められない。


↓
そのための感染防止策の準備および実施・社員教育


３ 業務継続と感染リスクへの対策


丸の内総合法律事務所
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① 感染防止のため、事業の一部を中断せざるを得ず、
罹患していない従業員にも給料を支払えない場合


② 顧客よりキャンセルが殺到、店舗を一時休業せざるを
得ず、罹患していない従業員にも給料を支払えない場合


※給料の支払義務がなくなる場合は？


４ 事業中断と従業員への給与支払


民法 第536条（危険負担）


１ ・・・当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができな
くなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。


2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務


者は、反対給付を受ける権利を失わない。
労働基準法 第26条（休業手当）


使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労
働者に、その平均賃金の１００分の６０以上の手当を支払わなければならない。


丸の内総合法律事務所







５ 対応の悪さ（ミス）と業績悪化
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新型インフルエンザについて誤った対応をしたために、会社
業績をより悪化させる。（善管注意義務違反）


民法 第644条（受任者の注意義務）


受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


会社法 第330条（株式会社と役員等との関係）


株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。


会社法 第423条（役員等の株式会社に対する損害賠償責任）


取締役（中略）は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う。
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「任務を怠らなかった」と判断されるためには？


【裁判例】
取締役の経営判断が問題となった場合、・・・前提となった事
実認識に不注意な誤りがあり、または、意思決定の過程が
著しく不合理であったと認められる場合、取締役の経営判断
は許容される裁量の範囲を逸脱し、取締役の善管注意義
務・・・に違反するものとなる。－野村證券株主代表訴訟－
（東京地方裁判所平成5年9月16日判決）


５ 対応の悪さ（ミス）と業績悪化
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① 担当者らに労働基準法、医師法、薬事法違反等の対
応を指示してしまう。（従業員、社会に損害を与える）


② 虚偽の解雇の届出をして雇用保険の給付を受ける。
（従業員、社会に損害を与える（詐欺罪））


関連諸法規の検討（法律家らの意見聴取） ※
コンプライアンス遵守体制（システム）の構築
監査役監査、内部監査の充実
社内セミナー（役員、管理職、一般職、準社員）等の実施
模擬訓練等の実施（マニュアル訓練、図上訓練）


６ 刑事責任リスクへの対策


丸の内総合法律事務所


１ 法的リスクは、経済的ロスをもたらす。


２ 法的リスクは、裁判コストがかかる。


３ 法的リスクは、重大な信用毀損をもたらす。


４ 法的リスクは、役員の賠償責任をもたらす。


５ 法的リスクは、行政・刑事処分をもたらす。


６ 法的リスクは、担当者の人生を狂わせる。


７ 法的リスクは、回避しようとすれば回避でき
る。


2009/7/28 丸の内総合法律事務所 20


７ 法的リスクの特徴（まとめ）
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３ 新型インフルエンザパンデミック期の


法的諸問題の検討をしよう


（１） 労務管理的な側面の計画から生じる法的問題


（２） 取引・契約に関する側面の法的問題


（３） 備蓄その他の計画から生じる法的問題


丸の内総合法律事務所
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-１
発熱など特定の症状を有した（しかし、新型インフルエンザとは特定されていない）従業員
を出社停止とする場合、会社は当該従業員
に対して給料を支払わなければならないのか？


Ａ.
原則として、給料、休業手当は不要 （対策が不十分なら逆に必要 ∵ 民法536条２項）


＆ 従業員会社


法的根拠


・新型インフルエンザ対
策を策定し、適切な健
康管理体制を実施して
いること。
・産業医とも相談をして
いること。


前提


丸の内総合法律事務所


◆民法第536条 第１項 （危険負担：債務者主義）
「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務（労働）を履行するこ
とができなくなったときは、債務者（従業員）は反対給付（給料）を受ける権利を有しな
い。」
◆労働安全衛生規則第６１条（病者の就業禁止）
１ 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しな
ければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、
この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
２ 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医
その他専門の医師の意見をきかなければならない。


・特定症状があるときは新型インフルエンザに罹患したと考え対応することが適切
・「事業所・職場における対策ガイドライン」にも症状があれば出社しないと明記
・他の従業員の安全配慮義務、産業医等の意見を考慮する。
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-２
新型インフルエンザ対策の一環として政府や自治体が社会機能維持に関わる事業者を除
く事業者に対して事業自粛、事業所閉鎖を要請し、事業者がそれに応じて閉鎖をした場
合、会社は新型インフルエンザに罹患していない労働者に給料を支払う義務があるか？


Ａ.
原則として、給料、休業手当、休業補償は不要


＆ 従業員会社


◆最判昭50・4・25民集29-4-481
「労働者のストライキに対抗したロックアウト（作業所閉鎖）をした使用者が労
働者に対してロックアウト期間中の賃金を支払う義務があるかについて、正当な争
議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支
払義務を免れると判断」 ⇒ この判例規範を応用


法的根拠


新型インフルエンザ対
策を策定し、適切な健
康管理体制を実施して
いること。


前提


・閉鎖行為がやむを得ぬものとして是認されるかどうかが重要なポイント
・使用者の業務の内容、政府からの自粛要請の切迫性の程度、新型インフルエンザ
まん延の状況等、衡平の見地から見て当事業所の閉鎖が相当と認められる場合


最高裁の判断で重視されていた点
「当該争議行為が正当として是認されるかどうか」


その判断基準は、「個々の具体的な労働争議における労使
間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによ
って使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事
情に照らし、衡平の見地から見て・・・相当と認められるかど
うかによって決する」


新型インフルエンザ対策の場面に置き換えると・・・


「使用者の業務の内容、国、自治体からの自粛要請の切迫
性の程度、新型インフルエンザの蔓延の経過および現状、
当該社内の労働者が罹患したことによる生産効率性の低下
の程度およびそれによる使用者の受ける打撃の程度等に関
する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て・・・本件事
業所の閉鎖が相当と認められるかどうかによって決する」
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-３
事業中断が長引きそうなので、一旦解雇という形をとって、雇用保険の失業給付を受ける
ことを従業員に求めることはできるか？


Ａ.
不可（態様によっては、刑事犯罪として逮捕等の可能性もある）
・返還および納付を命じた額に延滞金も加算される。


＆ 社会保険庁会社


丸の内総合法律事務所


◆雇用保険法第10条の４（返還命令等） 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた
者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還すること
を命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支
給を受けた失業等給付の額の２倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
◆刑法第246条（詐欺罪） 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


法的根拠
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-４
勤務をしていた従業員が新型インフルエンザに感染した場合、会社は当該従業員に対し
て補償を行う義務があるか？
優先業務や重要業務継続のために、従業員等の出勤（又は宿直）を求めた場合、個人防護服等を供与しても、結
果として当該従業員が感染するなどの健康被害が発生した場合には、安全配慮義務違反になるか？


Ａ.
補償しなくて良い。感染経路,潜伏期間,臨床症状,診断等を十分調査・検討すること。


＆ 従業員会社


・出勤と感染との因果関係が立証できない
・新型インフルエンザ対策を策定し、適切な健康管
理体制を実施


前提


単に設備やマスク等の防具を付与しただけで足りるものではなく
①当該防具等の効果が認められるものであること
②利用に耐えること
③当該防具を適切に使用することを管理・教育すること


丸の内総合法律事務所


◆業務起因性・業務遂行性は労災認定でもポイントとな
る（判断資料としては昭６３・２・１基発57号を参照）。


◆安全配慮義務違反を追及する際には会社の帰責性
（過失など）があることが必要となる。


考え方
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-５
使用者が、周囲の他の事業者においても新型インフルエンザ対策を特に構築していない
ので、大した問題ではないと考えて特に同対策を構築しないでいたところ、労働者が罹患
してしまった、という場合は安全配慮義務違反になるのか？


Ａ.
安全配慮義務違反を免れない


＆ 従業員会社


◆サッカー部の指導教員が、予見できる災害（雷）を軽視して、部活動を行い怪我を
負わせた事件がある。当該教員は注意義務に違反したと認定された。
新型インフルエンザから労働者の安全を確保すべき事業者は、当時の科学的知見
に基づく対応策を実施しなければ注意義務に違反するものである。


法的根拠


・他のみんなが対策をやっていないからという理由は通用しない
・科学的知見に基づいた対策がどのようなものであるか、をしっかり確認しないといけない


丸の内総合法律事務所
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-６
継続業務に従事してほしい社員が、感染リスクを理由に出社を拒否した場合に、業務命
令として出社を指示することは可能か？


Ａ.
・パンデミック下で十分な感染防止措置が施されていない場合、出社命令自体が否定さ
れる


⇔（逆に）
・安全配慮義務を尽くし、感染リスクを排除した労働環境を構築しているのであれば、使用
者は労働者に業務命令として適法に出社を命じることができる


＆ 従業員会社


◆千代田丸事件 最三小判昭43.12.24 民22-13-3050
判旨は「業務に伴う通常の危険を越える生命身体に対する危険がある業務命令は、
拒否することができる。」ことを前提とした論理を展開している。
◆民法第493条（弁済の提供の方法）
「・・・債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通
知してその受領の催告をすれば足りる。」


法的根拠







※ 出社を命じた労働者から出社を拒否したいため、有給休暇
申請が出された場合、使用者は時季変更権は行使できるか
？


時季変更権の行使については、「事業の正常な運営を妨げ
る事由」という要件が求められており、


裁判例では、「その企業の規模、有給休暇請求者の職場に
おける配置、その担当する作業の内容・性質、作業の繁閑、
代行者の配置の難易、時季を同じくして有給休暇を請求する
者の人数等諸般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないよ
うに合理的に」判断すべきとする（大阪地裁昭和33年4月10
日判決）。
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〈考え方〉


丸の内総合法律事務所
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-７
会社の従業員が新型インフルエンザに罹患したため、その出社を禁じたところ、体調は悪
くないので、自宅勤務をしたいと申し出ている。本人からの申出であるから自宅勤務とし
て、それを認めて、可能な業務をさせてよいか？


Ａ.
自宅勤務を命じた結果、病状の悪化、回復の遅れなどが認められる場合には、使用者に
安全配慮義務違反がある


＆ 従業員会社


◆労働安全衛生法 第６８条（病者の就業禁止）
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働
省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
◆労働安全衛生規則 第６１条「・・・但し、感染防止措置を講じた場合は、この限りではない。」
◆労働安全衛生法 第２３～２５条


発熱などの特定の症状を示した労働者については休業をさせ療養をさせるべき


法的根拠
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-８
「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」には、「本人や家
族が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する」という記載があります
が、一方で個人情報保護があります。上述の指導をした場合、どのような効力が
あるのでしょうか？また、従業員が連絡を
敢えてしなかった場合、従業員を懲戒をす
ることは可能なのでしょうか。


Ａ.
他の従業員に対する安全配慮義務を履行するために有益であるから、業務命令と
して従業員の方には報告を求めるべき。ただ、個人情報であり、プライベートな
行動については、会社は従業員には、干渉できないのが原則なので、合理的な範
囲の報告に限ること。強制力としては、例えば懲戒を前提として、報告を強く命
じる、ということまではできない。あくまで業務命令ではあるが、協力要請とい
うレベルに近いものと考える。また、報告しないと出社させない、という対応は
不適切である。


＆ 従業員会社


丸の内総合法律事務所
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（１）労務管理の側面の法的問題
（１）-９
従業員の健康安全を目的として一部の従業員に対して会社の費用で予防接種をして
もらいました。そうしたところ、予防接種をしていない従業員から、私たちにも
予防接種をさせないと安全配慮義務違反となるのではと詰問されました。
どのようなものなのでしょうか。


Ａ.
一部の従業員に対して会社費用で予防接種をさせ、他の人にさせない、という場
合には、上記のような問い合わせがあり得る。会社には、従業員全員に対する安
全配慮義務が課されているので、一部の人の安全を確保すれば足りるものではな
いが、業務の種類、従業員の健康状態によって、行うべき対策内容、実施時期等
も異なることは当然。なお、同種の業務であっても実施時期が異なるのであれば、
優先順位を付けざるを得ない理由、その順位についての合理性が認められれば、
義務は履行しているといいうるので、安全配慮義務に違反していない。


＆ 従業員会社


丸の内総合法律事務所
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（２）取引・契約に関する側面の法的問題


（２）-１
パンデミック期、配送が遅れ相手方に損害を与えた場合、賠償する責務を負うのか？


Ａ.
業務を行うまでに状況把握・対応準備が可能な場合には、損害賠償等の義務は生じうる


＆ 協力会社会社


◆民法 第４１５条
債務不履行が損害賠償請求の負担や契約解除等のデメリットを被ることになるのは、
当該債務不履行が債務者（会社）の帰責事由によるものであるかどうかによる


法的根拠


・相当程度に対策を講
じていたが、要員等の
準備が不足気味であっ
た。


前提


・何を予見できる場合に帰責性があることになるのか
①新型インフルエンザのパンデミック


⇒×具体的な予見はできない（地震の予測と同様）
②パンデミック時の交通渋滞・要員不足


⇒○当該時点では具体的に予見可能（地震の場合と異なる）


丸の内総合法律事務所
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（２）取引・契約に関する側面の法的問題


（２）-２
イベント事業者が、イベント自粛が要請されている最中にイベントを実施したところ、参加
者が新型インフルエンザに罹患した。この場合、主催者側はどのような責任を負うのか？


Ａ.
参加者の多くが罹患した場合、事業者としての安全配慮を行う注意義務に違反したこと
が推認され、罹患した参加者から責任追及（債務不履行による損害賠償請求）される


＆ お客さま会社


◆H17.6.28明石市花火大会歩道橋事故
イベント開催事業者は、単に求められたイベントを開催すれば良いのではなく、条理上ないしは社会通念上、当然
に参加者の生命、身体等の安全を確保すべき注意義務を負う
◆事業者と参加者に役務提供契約が締結されている有料コンサートなどの場合には、契約に付随する安全配慮
義務がある。


法的根拠
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（２）取引・契約に関する側面の法的問題


（２）-３
パンデミック期には、会社の賃貸しているビルの区画の入口に、エタノール消毒スプレーと
それを置く小さな台を設置することを予定していたところ、ビル管理者から、当該部分は、
共有スペースであるから、当該設置は契約上禁止
されているとして認められないと言い渡された。
ビル管理者の言い分が正しいのか。


Ａ.
賃貸借契約で共用部分での設置が禁止されていれば設置は原則として不可。ビル管理者
の了解を別途得ることが必要。ただし、新型インフルエンザが蔓延し、感染拡大防止措置
その他の安全確保の措置がビルオーナー側で何らなされない場合には、例外的に自らの
実施が可能となる場合もありうる。


＆ ビル管理者会社


◆ オフィス入口部分のドアノブに触る前に、来社したもの全員の指手を消毒するのはオフィス内の感染防止に有
益な措置であり、設置される台も小さなものであり、特に廊下の通行に支障が生じる、というものではない。
◆当該契約書には共用部分の利用に関する規定が入っているか、また、契約書で遵守すべきとされている「ビル
管理規則」等が示されている。まず、その内容を確認すべき。
◆そのうえで、共用部分に何らの物も置くことが許されないという規定があれば、原則としてその規定のとおりに
対応せざるを得ないが、事情変更の原則が適用されるような状況になれば、契約違反とはならない。


考え方
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（２）取引・契約に関する側面の法的問題


（２）-４
会社では、従業員と派遣社員に対してはマスクを無償で配布するなど、職場内での感染
拡大防止に向けたさまざまな取り組みをする予定であるが、同じ職場で働いている請負業
者に対しては「請負」という契約であることを考慮して、マス
クを配布せず、また、強制力を持った一切の指示を
出さないようにしたが、当該考えは正しいか。


Ａ.
職場内の感染拡大防止措置その他の安全確保の要請は、請負業者に対しても求めるこ
とはできるし、求めるべきである。当該措置の実施を求めたとしても、業務上の指揮命令を
したことにはならないので、雇用との区別がつかなくなる、ということにはならない。


＆ 請負業者会社


◆民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うこ
とを約することによって、その効力を生ずる。（業務の内容について具体的に指揮命令を行うと雇用との区別がつ
かなくなってしまう。）
◆元請企業は、下請企業の労働者に対しても、その労働者が事実上元請企業の指揮監督を受けているときは、
信義則上、安全配慮義務がある。（最判平成3年4月11日判例時報1391号）


法的根拠
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（２）取引・契約に関する側面の法的問題


（２）-５
顧客から、新型インフルエンザの感染が怖いので、旅行企画をキャンセルしたいとの申入
れがあった。このような理由であっても、
キャンセル料は取ってもよいか？


Ａ.
旅行約款は、原則キャンセル料を徴収できることとなっている。但し、旅行サービスの安全
円滑な実施が不可能な場合は、キャンセル料は取れない。また、キャンセルは合意による
契約解除なので、当事者で協議をしてキャンセル料の有無などを決めることができる。


＆ 顧客会社


◆ＪＴＢは、「延期であればキャンセル料は取らない」と報道された。
普通旅行約款は旅行者からの解除権については、以下のとおりと規定されている。
第１６条
１ 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができま
す。
２ 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型
企画旅行契約を解除することができます。
①、②略
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた
場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。


法的根拠
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（２）取引・契約に関する側面の法的問題


（２）-６
新型インフルエンザ対策の一環としてユーザー（取引先）からメーカーである当社に対して、
「事業継続」に関するアンケートが来ています。新型インフルエンザのパンデミックになって
も事業は継続するか、という質問に対して「ＹＥＳ」としていますが、現実のパンデミック時
に事業休止となってしまった場合には、約束違反
などと言われてしまうのでしょうか。


Ａ.
アンケートの内容にもよるが、通常は、「現在の考え」「現時点での予定」ということが回答
として求められているものと思われる。その場合、現時点での予定とその取り組みを回答
すれば良く、結果として、当該予定どおりに事業が継続できなくても、約束違反等の指摘を
受けることはない。また、ユーザー（取引先）としては、事業継続に関する共同の取り組みと
して、取引基本契約書等できちんと取決めをするべきです。ただ、そのような契約書による
合意をしても、パンデミック期においても事業を継続するということは「努力義務」として課
すことができる程度ではないかと思われる。なお、取引基本契約書に盛り込むべき事項と
しては、平常時からの準備活動についての協力義務もある。


＆ ユーザー会社
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（３）その他の側面の法的問題
（３）-１
新型インフルエンザ対策を実施して業務継続をすることについて労働組合に申し入れたと
ころ、従業員の安全対策は万全にすることを条件に了解がなされた。会社は一安心して
いるが、考えてみれば、これは労働組合との合意にすぎない。従業員（特に非組合員）に
対してパンデミック時の就業を法的に求めることがで
きるためにはどうしたらよいでしょうか。


Ａ.労働組合と会社で真摯に協議を重ね、相互理解のうえパンデミック期の労働条件につ
いて合意をし、労働協約を書面化する。


＆ 従業員会社


丸の内総合法律事務所


◆労働組合法第14条（労働協約の効力の発生）
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署
名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
◆労働組合法第17条（一般的拘束力）
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の４分の３以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受ける
に至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものと
する。


法的根拠＆考え方
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（３）その他の側面の法的問題
（３）-２
海外出張の際に、会社が従業員にタミフル等の
服用を求めることは何か問題になるのか？


Ａ.本件業務対応も、「業として」行うものである。医師、薬剤師でない会社の担当者の治
療行為（投薬）、医薬品の配布行為は違法である。


＆ 法令遵守会社


◆医師法 第１７条
医師でなければ、医業をなしてはならない
◆医師法 第２０条
医師は、自ら診断しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し（略）てはならない
◆薬事法 第２４条
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けたものでなければ、業として、医薬品を販売したり授与したりして
はならない


法的根拠
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（３）その他の側面の法的問題
（３）-３
タミフルを従業員に服用させ、その結果副作用により何某かの悪影響が出た場合、
会社に賠償責任は発生するか？


Ａ. 産業医の問診を経て、産業医が予防服用を可とするのであれば、当該産業医の責任
問題になる可能性があるとしても会社に責任はない。産業医の診察等のないままに、会
社がタミフル服用を求めた結果、副作用等が生じた場合には、会社に賠償責任が発生
する可能性がある。産業医の関与の有無にかかわらず、副作用が問題になった場合に
は会社に対して賠償請求をしてくることは想定されるが、賠償請求が認められるかどうか
は、医師の判断を経たものであるかどうかにより結論が大きく異なる。


＆ 法令遵守会社
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（３）その他の側面の法的問題
（３）-４
資格要件者が必置とされている職場（設備管理者、警備等）で、資格要件者が不在とな
らざるを得ない場合には法律違反となり、また刑事責任等を負うのか。
老人ホーム、訪問介護サービスについては、介護要員等が不足してしまう可能性がある。その際は、業務は継続す
べきなのか？


Ａ.今後の立法等による対応に従うことが望ましいが、立法等の対応が間に合わない場合
でも、生命身体に生じる危難を避けるための事業については、継続せざるを得ない


＆ 法令遵守会社


◆刑法 第３６条
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。
◆刑法 第３７条
1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、こ
れによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行
為は、情状によりその刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規程は、業務上特別の義務がある者には適用しない。


法的根拠


・「企業の一定の義務を免除する関係法令の運用面を含めた周知や、企業の義務を
定める規定の各種規制の弾力運用等について検討を行うこととしている。」
（事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン、ｐ113、厚生労働省）


丸の内総合法律事務所
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（３）-５


取締役がステークホルダーの納得するような対策と発動を検討しているが、ス
テークホルダーは従業員、株主、取引先、顧客、地域住民、と広範囲にわたって
おり到底、すべてのステークホルダーの納得が
得られるとは思わないが、どうすればよいか。


Ａ.
確かに、すべてのステークホルダーが完全に納得する対策というものは難しいの
でしょうが、取締役の善管注意義務の履行としては、ステークホルダーからの納
得が得られるような対策を調査し、そして、専門家等の知見を採り入れるなどをし
て、それら考慮要素を採り入れて一定の対策を構築する、という仕組みが重要で
す。そのようなことに意を尽くして準備することができれば、取締役の善管注意義
務は尽くしたと言いうるのではないかと思います。


＆ ステーク
ホルダー


会社（取締役）


（３）その他の側面の法的問題


丸の内総合法律事務所


１ 労務管理的な側面の計画に関する法的問題


出張先から戻った従業員を１０日間自宅待機を要請するこ
とには問題はないか。


プライベートな旅行から戻った従業員との取扱いに違いを
設けることはどうか。


家族が新型インフルエンザに罹患した場合には、従業員
に１０日間の自宅待機を要請することはどうか。
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今回の新型インフルエンザ対応で相談を受けた質問について


丸の内総合法律事務所


民法５３６条２項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」
労働基準法２６条の「使用者の責に帰すべき事由」


→ 自宅待機の他に、何か方法はないのか？
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※参考事例（関西のあるメーカーのメールによる指示）


To: ○○社で働く皆様
From: △△ △△
Subject: 【重要】新型インフルエンザ(AH1N1)感染拡大防止策の強化について


--------------------------------------------------------------------------------------
新型インフルエンザ(AH1N1)に関する情報はこちら（含むFAQ）


新型インフルエンザ(AH1N1)の国内感染拡大に伴う厚生労働省新型インフルエンザ


対策推進本部からの自治体、事業者等への協力要請に基づき、以下の通り感染拡大
防止策の強化を実施しますのでご理解とご協力をお願い致します。尚、本対策は○○○○●
施設内で働く全ての方々が対象となります。
1. 同居家族に感染者が発生した場合は、原則７日間の自宅待機（在宅勤務）とします。


会社より自宅待機を命じられた従業員は、マネージャからの指示に基づいて在宅での
勤務を実施してください。


2. 従業員が高熱、咳、のどの痛み、節々の痛み、悪寒などインフルエンザの


症状がある場合は、出社や外出は避け、速やかに最寄の保健所の「発熱相談センター」
に連絡し指示に従ってください。
医療機関等を受診し新型インフルエンザ(AH1N1)への感染が確認されなかった


場合は、出勤可とする。
3. 感染拡大地域（注１）の事業所・オフィスへの来訪者は問診などにより発熱状況を


確認して入場規制を実施します。
4. 個人の責任で感染予防対策の再徹底をお願いします。


注１：感染拡大地域については今後拡大する可能性がありますので厚生労働省のウェブ、
またはニュース等より確認をお願いします。
（5月19日 17:00pm現在、兵庫県と大阪府となります。）


万一、新型インフルエンザへの感染が確認された場合には、マネージャ経由でインフルエンザ対策推進まで
ご連絡下さい。または緊急連絡先までご連絡下さい。


・緊急連絡先
http://------.com/jp_japan/Emergency.htm


引き続き状況の監視を継続し、従業員の皆さんへの情報提供を適宜行っていきます。


本件に関するお問い合わせはインフルエンザ対策推進まで


〈考え方〉


人事院規則（特殊勤務手当）


第１２条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。


１ 感染症の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症の病原体に汚染されている区


域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の
処理作業に従事したとき。


２ 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき２９０円とする。


東京都中央区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則


危険業務手当 新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症のうち政令で指定された二類


感染症若しくは三類感染症、新型インフルエンザ等感染症に準じた対応の必
要


が生じた感染症の患者等に接する業務に従事した職員 日額３００円


２ パンデミック期に就業することとなる労働者に危険手当を支
給したいが、どのくらいの金額が適切か。
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今回の新型インフルエンザ対応で相談を受けた質問について







３ あなたの会社の事業活動が原因で新型インフルエンザに感
染したかも知れないので、検診および検診のための休業補
償をして欲しいと言われたが、そのような要請に応じる必要
があるのか。
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今回の新型インフルエンザ対応で相談を受けた質問について


〈考え方〉


法律上の義務はない。


法律上の義務は、会社の業務が原因で新型インフルエンザに感染した場合に、
損害があれば、賠償義務を負う、ということだけである（立証は被害者が行う。）。
検診費用や検診のため休業して給料が減額し、それが会社業務との関係で損害
と認められれば、当該費用を負担することとなる。


ご清聴ありがとうございました。


平成21年7月28日


災害復興まちづくり支援機構


事務局長 中野明安
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（参考）（社）日本監査役協会「内部統制システムに係る監査の実施基準」


第9条（損失危険管理体制に関する監査）


1. 監査役は、損失危険管理体制について、以下に列挙する重大なリスクに対応しているか否かを監査上の重要な着眼点として、監視
し検証する。


①損失の危険の適正な管理に必要な諸要因の事前の識別・分析・評価・対応に重大な漏れ・誤りがあった結果、会社に著しい損害


が生じるリスク


②会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事業活動が正当な理由なく継続されるリスク


③会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事故その他の事象が現に発生した場合に、適切な対応体制が整備されていない結果、


損害が拡大しあるいは事業が継続できなくなるリスク


2. 監査役は、損失危険管理体制が前項に定めるリスクに対応しているか否かについて、以下の事項を含む重要な統制上の要点を特
定のうえ、判断する。


①代表取締役等が、会社経営において損失危険管理及びその実効的体制の整備が必要不可欠であることを認識しているか。


②会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象への対応について、取締役会その他重要な会議等において、十分な情報を踏まえた


リスク分析を経た議論がなされているか。


③代表取締役等が、会社の事業内容ごとに、信用・ブランドの毀損その他会社存続にかかわるリスクを認識しているか。当該リスク


の発生可能性及びリスク発生時の損害の大きさに関する適正な評価が行われているか。他社における事故事例の把握、安全・環境
に対する社会的価値観の変化、法的規制その他経営環境及びリスク要因の変化が認識され、それに対して適時かつ適切に対応す
る体制が整備されているか。


④当該事業年度において重点的に取り組むべきリスク対応計画を策定しているか。当該計画の実行状況が定期的にレビューされる


仕組みが整備されているか。


⑤各種リスクに関する識別・分析・評価・対応のあり方を規定した管理規程が整備されているか。定められた規程及び職務分掌に


従った業務が実施されているか。損失危険管理の状況を監視するモニタリング部門が存在し、会社の損失危険管理に係る問題点が
発見され、改善措置が講じられているか。


⑥会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事業活動の継続に関し、適時かつ適切な検討が行われているか。正当な理由なく放置さ


れていないか。


⑦損失危険管理体制の実効性に重要な影響を及ぼしうる事項について、取締役会及び監査役に対して定期的に報告が行われる体


制が整備されているか。内部通報システムなど損失危険管理に関する状況が業務執行ラインから独立して把握されるシステムが整
備されているか。


⑧会社に著しい損害を及ぼす事態が現に生じた場合を想定し、損害を最小限にとどめるために、代表取締役等を構成員とする対策


本部の設置、緊急時の連絡網その他の情報伝達体制、顧客・マスコミ・監督当局等への対応、業務の継続に関する方針等が予め定
められているか。
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※新型インフルエンザ発生時に法的リスクとなる法令事項（抄）（例：ガス事業者）※新型インフルエンザ発生時に法的リスクとなる法令事項（抄）（例：ガス事業者）


法令 条項 内容


ガス事業法 法20条（供給約款等による供給
の義務）


開閉栓の受付困難、新設工事施工ができない。


法28条（ガス工作物の維持等） ガス工作物を技術上の基準に適合するよう維持しなければならないが、修理
対応ができない場合、速やかな対応がはかれない。


法30条（保安規程） 保安統括者・保安管理者・保安主任者等の職務（業務の統括、保安に関する
計画の作成、審査の参画、記録の確認）が欠員によりできなくなる。


すでに届け出ていた工事計画の工程が遵守できない。


法31条 選任者、代行者全てが出勤できない場合、ガス主任技術者が不在になる。


規111条、規112条 定例報告、ガス事故報告の遅延


令22条、解釈例（臭気の確認） 臭気の確認が行えない。


労働基準法 法32条（労働時間） 供給操作員確保のための連続勤務導入等による労働時間の長期化


法36条（時間外労働の協定） 協約による労働時間遵守が困難な状況がある。


公害防止組織法 法3、4、6条（公害防止統括者） 出勤困難な場合、法定管理者の職務を行えない。


電波法 法73条第1項、規41条の4 無線局設備の定期点検の遅延


法39条 無線業務従事資格を有している者が欠勤の場合、無資格者による業務とな
る


刑法 法130条 ガス漏洩などにより屋内点検が必要となっても家人不在の際は無断侵入？





